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。



衆
議
院
議
員
逢
坂
誠
二
君
提
出
旧
優
生
保
護
法
下
に
お
け
る
強
制
不
妊
手
術
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
本
事
案
に
つ
い
て
、
該
当
す
る
」
及
び
「
政
府
の
把
握
す
る
と
こ
ろ
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明

ら
か
で
は
な
い
が
、
旧
厚
生
省
の
優
生
保
護
統
計
報
告
に
よ
る
と
、
御
指
摘
の
「
千
九
百
六
十
二
年
」
か
ら
「
千
九
百
七
十

三
年
」
ま
で
の
期
間
の
北
海
道
に
お
け
る
優
生
保
護
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
八
年
法
律
第
百
五
号
）
に
よ
る
改

正
前
の
優
生
保
護
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
五
十
六
号
。
以
下
「
旧
優
生
保
護
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
の
規
定
に
基

づ
く
優
生
手
術
の
件
数
は
合
計
で
四
百
五
十
七
件
、
旧
優
生
保
護
法
第
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
く
優
生
手
術
の
件
数
は
合
計

で
二
十
八
件
と
な
る
。

な
お
、
当
該
四
百
五
十
七
件
又
は
当
該
二
十
八
件
の
男
女
別
の
内
訳
に
つ
い
て
は
、
当
該
統
計
報
告
で
は
確
認
で
き
な
い
。

ま
た
、
当
該
四
百
五
十
七
件
又
は
当
該
二
十
八
件
の
優
生
手
術
が
行
わ
れ
た
者
の
生
存
状
況
に
つ
い
て
は
、
政
府
と
し
て
は

把
握
し
て
い
な
い
。

三
及
び
四
に
つ
い
て

現
時
点
ま
で
に
厚
生
労
働
省
に
お
い
て
確
認
し
た
限
り
で
は
、
御
指
摘
の
「
厚
生
省
文
書
」
の
原
本
が
確
認
で
き
な
い
こ

一



と
か
ら
、
お
尋
ね
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

五
及
び
六
に
つ
い
て

特
定
の
行
政
庁
の
行
為
に
係
る
国
家
賠
償
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
上
の
賠
償
責
任
の
有
無
に
つ
い
て

は
、
個
別
具
体
の
事
実
関
係
を
踏
ま
え
て
判
断
さ
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
一
概
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ

る
。

七
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
実
態
を
把
握
す
る
た
め
の
作
業
チ
ー
ム
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
旧
優
生

保
護
法
に
関
連
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
母
体
保
護
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
五
十
六
号
）
を
所
管
す
る
厚
生
労
働
省

に
お
い
て
、
今
後
と
も
必
要
に
応
じ
て
、
関
係
府
省
庁
と
連
携
を
図
り
つ
つ
対
応
し
て
い
く
考
え
で
あ
る
。

八
に
つ
い
て

現
時
点
で
は
、
御
指
摘
の
よ
う
な
特
別
立
法
を
検
討
す
る
こ
と
は
考
え
て
い
な
い
。

二


